
●特集ホタル舞う
●町民ふれあい保養施設の紹介
●情報公開・個人情報保護制度
●教育昭和　No.109
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保険料を納めることが困難なときは、免除制度があります。保険料を未納のままにしておきますと、将来
年金を受けられない場合があります。免除の手続きをしておきますと、年金を受ける権利が保障されます。

免
除
申
請
の
対
象
者

●所得が一定以下の人
●天災、失業等の理由により、保険料を納付する
　ことが著しく困難な人
●所得が一定以下で保険料を全額納付することが
　困難な人（※保険料一部免除）
●生活保護法による生活扶助を受けている人
●障害基礎年金または被用者年金の障害年金
　（1・2級）の受給権者

ただし、連帯して保険料の納付義務がある世帯主ま
たは配偶者のいずれかが免除の要件に該当しない場
合には、当該被保険者については免除されません。
免除はそれぞれに所得制限があります。世帯の構成
人数等により所得制限額が異なりますので、詳細は
お問い合わせください。
※審査は、申請者本人・申請者の配偶者・世帯主の前年の所得により判定
されます。基準を超えていても、失業した場合や天災により損害を受け
た場合などの理由で免除が承認されることもあります。

申請した日の前月から翌年の 6月（申請日が 1月から 6
月までの場合はその年の 6月）までとなります。ただし、
申請が遅れた場合には直前の 7月まで遡って承認を受
けることができます。
引き続き 7月からも免除の承認を受ける方または新た
に免除の申請を受ける方は申請が必要です。

1)　この期間は老齢基礎年金を受けるために必要な期間（受給資格期間）に算入
されますが、年金額には反映されません。

2）　10 年以内に追納すると通常に納付したのと同じことになります。尚、承認
を受けた年度から 3年度以降に追納する場合は、経過した期間に応じて当
時の保険料に一定率を乗じた金額が加算されます。

3）　障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。
4）　申請が必要です。

学生本人の前年の所得が一
定以下の場合、申請をし承
認されると保険料の納付が
卒業まで猶予される「学生
納付特例制度」があります。

30 歳未満の第 1号被保険者の方には、本
人と配偶者の前年の所得が一定以下の場合、
申請をし承認されると保険料の納付が猶予
される制度があります。
この制度は、所得の高い世帯主（主に親など）
と同居している場合も利用できます。
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国民年金の
受給資格期間

老齢基礎年金
を受けるとき

障害・遺族基
礎年金を受け
るとき

追納期間
※免除、納付猶予、納付特例期間の保険料を追納する場合、
　3年目から当時の保険料に加算がつきます
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